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u ２月２８日からの一連のCOVID-１９に関する通知は「時限的・特例的措置」です

u COVID-１９の拡大状況により随時見直しがなされます（最大でも３ヶ月毎）

u 細かい算定ルールについては通知だけは判断出来ない物も多数あります

u 昨日のルールが今日変わるということが起こっています。情報の感度を上げてく
ださい

u 全ての患者さんに算定できるという訳でもありません

u 今回の措置の趣旨は「人を動かさないことで」「医療従事者を守り」「感染拡大阻
止」です

2 基本的な注意事項
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u原則として入院にかかる診療報酬が倍増（もしくは特例算定されます

u 救急医療管理加算（算定日数が倍）

u 救命救急入院料（点数が倍）

u 特定集中治療室管理料（点数が倍）

u ハイケアユニット入院医療管理料（点数が倍）

uその他血液浄化装置を使用している場合やECMOを使用している場合に算
定日数の上限を定めています

3 倍増される報酬について
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4 電話・オンライン診療による初診料
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ご清聴ありがとうございました
本日の資料はMSSホームページ及び

Youtubeリンクからダウンロードできます

http://www.medsus.jp/index.shtml

このスライドは４月１８日時点の内容です

今後のＱ＆Ａ等を必ずご確認ください

診療報酬研究会著の診療報酬マニュアルが
じほう社より刊行予定です。

『患者さんと共有できる外来点数マニュアル

２０２０年度版』

7


